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〇 社会全体のデジタル化の推進について 

 

国税当局では、令和５年６月に公表した「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション－税務行政の将来

像２０２３－」において、「納税者の利便性の向上」や「課税・徴収事務の効率化・高度化」、「事業者のデジタ

ル化促進」を取組の柱とし、税務行政のＤＸに取り組んでいくこととしています。 

特に、事業者のデジタル化を促進することを通じて、「デジタル社会の実現」に向け、税務を起点とした社会

全体のＤＸを推進していきます。  

納税者の皆様が、日常使い慣れたデジタルツール（スマートフォン、タブレット、パソコンなど）から簡単・

便利に手続を行うことができる環境構築を目指すなど、これまで以上に“納税者目線”を大切に、各種施策を講

じることで、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現を目指しています。 

ｅ－Ｔａｘのご利用やキャッシュレスによる納付手続、オンラインによる税務相談など、税務署に出向くこと

なく手続きができるツールのご活用をお願いいたします。 

詳しくは、国税庁ホームページのトップページ（https://www.nta.go.jp又は  国税庁   検索 ）にある「税務行政

のＤＸ」をご覧ください。 

パソコン及びスマホサイトは、こちらの二次元コードからもご利用になれます。 

     

 

 

 

 

○ マイナンバーカードの積極的な取得について 

 

   マイナンバーカードは、ｅ－Ｔａｘによる確定申告での利用、各種証明書のコンビニでの取得、健康保険証利 

用、公金受取口座の登録等、大きなメリットがあるカードです。 

   国税庁においては、マイナンバーカードを利用した納税者の利便性向上施策に取り組んでいるところ、令和６ 

年２月以降給与情報の自動入力が開始されるなど、マイナポータル連携により自動入力される情報は順次拡大さ 

れ、年末調整・確定申告手続が更に簡便化されます。 

   マイナポータル連携を行うためには、マイナンバーカードの取得が必要となりますので、マイナンバーカード 

を取得されていない方は、お早めの申請をお願いいたします。 

   マイナポータル連携については、国税庁動画チャンネルからも確認できます。 
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○ 国税に関するご質問・ご相談は国税庁ホームページで解決！ 

 

国税に関するご質問・ご相談は、国税庁ホームページをご利用ください。 

⇒ チャットボット（ふたば）に質問する 

     相談可能税目：年末調整（１０月上旬から翌年１月下旬まで）、所得税の定額減税、 

所得税・消費税の確定申告、インボイス制度 

スマホでのご利用はこちらから→ 

⇒ タックスアンサーを利用する 

スマホでのご利用はこちらから→ 

 

 

 

○ 国税に関するご質問・ご相談は、「国税相談専用ダイヤル」へ 

 

  ０５７０－００－５９０１
コ ク ゼ イ

（全国一律料金） 

   受付時間 平日８：３０～１７：００（土日祝日及び１２月２９日～１月３日を除く。） 

※税務署で面接によるご相談を希望される場合は、事前予約が必要です。 

所轄の税務署へ電話して音声案内「２」を選択してください。 

 

○  キャッシュレス納付のご案内 

 

    国税庁では、納税環境の向上のため、多様な納税手続をご提供させていただいておりますが、納税者の皆さま

の利便性向上のためにも、ご自宅で納税手続が完結するキャッシュレス納付のご利用をお薦めしております。 

    この機会に、是非、キャッシュレス納付のご利用をお願いします。 

納 税 手 続 概          要 

ダイレクト納付 
ダイレクト納付の申込みをすることで、ｅ－Ｔａｘによる簡単な操作で預貯金口

座からの引き落としにより納税する方法です。 

振替納税 
振替納税の申込みをすることで、毎年の確定申告等に係る国税を預貯金口座から

の引き落としにより納税する方法です。 

インターネット 

バンキング等 

インターネットバンキング、モバイルバンキング又はＡＴＭから納付する方法で

す。 

クレジットカード 
「国税クレジットカードお支払サイト」からクレジットカードを利用して納付す

る方法です。※納付税額に応じた決済手数料がかかります。 

スマホアプリ納付 
「国税スマートフォン決済専用サイト」から利用可能なＰａｙ払いを選択して納

付する方法です。※事前に残高へのチャージが必要です。 

また、税務署窓口での納税は「９時から 16時まで」のお手続きをお願いしております。 

 納税者の皆さまには、ご不便が生じないよう、口座からの引き落としやインターネットを利用した納税など、

窓口での納税以外の多様な納税手続をご提供しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/ 又は国税庁  検索 ）をご覧ください。 

ご不明な点がありましたら、国税相談専用ダイヤルをご利用ください。 

国税相談専用ダイヤル：０５７０－００－５９０１ ※ナビダイヤル 

国税庁 チャットボット 検索 

国税庁 タックスアンサー 検索 
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○ 消費税の簡易課税制度を選択される方へ 

 

   これまで消費税の免税事業者であった個人事業者の方が、インボイス発行事業者として登録を受けた場合は、

令和６年分の消費税の申告が必要となります。 

   なお、インボイス発行事業者に登録したことにより課税事業者となった場合で、令和６年分の消費税申告にお

いて簡易課税制度を選択される方は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を令和６年中（１２月３１日まで）に、

納税地の所轄税務署長に提出することが必要となります。 

ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、２年間継続して適用した

後でなければ、この適用をやめることはできません。 

なお、簡易課税制度を選択していても、消費税の申告について簡易に計算できる経過措置（２割特例）を受

けることができます。 

詳しくは、国税庁ホームページ (www.nta.go.jp 又は 国税庁   検索 )をご覧いただくか、最寄りの税務署

にお尋ねください。 

 

 

 

○ 契約書や領収書と印紙税 

 

私たちは、毎日の生活の中で、いろいろな文書を作成したり、受け取ったりしています。 

これらの文書の中には、印紙税がかかるものがあります。 

印紙税がかかる文書は、金銭借用証書、不動産売買契約書、工事請負契約書などの契約書のほか、約束手形、

領収書、金銭の受取通帳など、２０種類に分類されています。 

印紙税は、印紙税のかかる文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙をその文書に貼り付け、これに消

印をして納める税金です。 

文書を作成する場合は、印紙税のパンフレット（国税庁ホームページに掲載）等を参考に次のことに注意して

いただき、印紙税がかかるかどうか、税額がいくらかなどを確認して、間違いのないようにしてください。 

１ 覚書、念書、差入証などは、印紙税法上の契約書になる場合があります。 

２ 申込書、注文書、依頼書などの文書でも印紙税がかかる場合があります。 

３ 仮契約書、予約契約書及び仮領収書にも印紙税がかかります。 

４ レジスターから打ち出されるレシートにも印紙税がかかります。 

印紙税についてお分かりにならないことがありましたら、一般的な事項は国税庁ホームページをご覧いただき、

個別のご相談は最寄りの税務署へお尋ねください。 

◇ パソコン及びスマホから（https:// www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/inshi.htm） 

パソコン及びスマホサイトは、こちらのコードからもご利用になれます。         

 

 

 


